
議

案

第

六

号 

 
 

 

港

区

特

別

区

税

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

右

の

議

案

を

提

出

す

る

。 

 
 

令

和

八

年

二

月

十

八

日 

  
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

提

出

者 

港

区

長 
 

清 

家 
 

 

愛 
 

 
 

 

  
 

 

港

区

特

別

区

税

条

例

の

一

部

を

改

正

す

る

条

例 

 

港

区

特

別

区

税

条

例

（

昭

和

三

十

九

年

港

区

条

例

第

五

十

五

号

）

の

一

部

を

次

の

よ

う

に

改

正

す

る

。 

 

第

六

条

中

「

、

」

の

下

に

「

公

示

事

項

（

同

条

第

二

項

に

規

定

す

る

公

示

事

項

を

い

う

。

以

下

こ

の

条

に

お

い

て

同

じ

。

）

を

地

方

税

法

施

行

規

則

（

昭

和

二

十

九

年

総

理

府

令

第

二

十

三

号

。

以

下

「

施

行

規

則

」

と

い

う

。

）

第

一

条

の

八

第

一

項

に

規

定

す

る

方

法

に

よ

り

不

特

定

多

数

の

者

が

閲

覧

す

る

こ

と

が

で

き

る

状

態

に

置

く

措

置

を

と

る

と

と

も

に

、

公

示

事

項

が

記

載

さ

れ

た

書

面

を

」

を

加

え

、

「

掲

示

し

て

行

う

」

を

「

掲

示

し

、

又

は

公

示

事

項

を

区

の

事

務

所

に

設

置

し

た

電

子

計

算

機

の

映

像

面

に

表

示

し

た

も

の

の

閲

覧

を

す

る

こ

と

が

で

き

る

状

態

に

置

く

措

置

を

と

る

こ

と

に

よ

つ

て

す

る

」

に

改

め

る

。 

 

第

十

六

条

第

四

項

中

「

地

方

税

法

施

行

規

則

（

昭

和

二

十

九

年

総

理

府

令

第

二

十

三

号

。

以

下

「

施

行

規

則

と

い

う

。

）

」

を

「

施

行

規

則

」

に

改

め

る

。 

 

」 



 
 

 

付 

則 
１ 

こ

の

条

例

は

、

地

方

税

法

等

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

五

年

法

律

第

一

号

）

附

則

第

一

条

第

十

二

号

に

掲

げ

る

規

定

の

施

行

の

日

か

ら

施

行

す

る

。 

２ 

こ

の

条

例

に

よ

る

改

正

後

の

港

区

特

別

区

税

条

例

第

六

条

の

規

定

は

、

こ

の

条

例

の

施

行

の

日

以

後

に

す

る

公

示

送

達

に

つ

い

て

適

用

し

、

同

日

前

に

し

た

公

示

送

達

に

つ

い

て

は

、

な

お

従

前

の

例

に

よ

る

。 

（

説 

明

） 

 

地

方

税

法

等

の

一

部

を

改

正

す

る

法

律

（

令

和

五

年

法

律

第

一

号

）

の

施

行

に

よ

る

地

方

税

法

（

昭

和

二

十

五

年

法

律

第

二

百

二

十

六

号

）

の

一

部

改

正

に

伴

い

、

納

税

通

知

書

等

に

係

る

公

示

送

達

の

方

法

を

変

更

す

る

た

め

、

本

案

を

提

出

い

た

し

ま

す

。 


